
平成28年3月18日

最高裁判所事務総局秘書課長殿

東京地方裁判所事務局用度課課長補佐日吉朝明

私は，平成28年2月8日から2月19日まで，米国（アリゾナ州及びノースカ

ロライナ州）に「裁判所における裁判部門と事務部門の連携について」の調査のた

め出張しました。なお，調査に当たっては， 「連携」という言葉が幅広いため，特に

①研修を中心とした人材育成,@IT機器の活用と調達，の2つにおける裁判部門

と事務部門の取り組みという視点に絞って,調査を実施しました。

貴重な機会を与えてくださった最高裁判所の皆様，ご多忙な中快く送り出してく

ださった東京地方裁判所の皆様，そして訪問先とのアポイントメント・調査事項・

通訳・現地滞在についてのアドバイス等，出張全般についてお世話をいただいた舘

洋一郎裁判官（アリゾナ州）及び秋田純裁判官（ノースカロライナ州）に改めて深

く感謝申し上げます。

調査の概要は別紙のとおりです。
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(別紙）

第一アリゾナ州（2月8日から同月12日）

1 アリゾナ州裁判所事務局(AZAdministrativeOmceoftheCourts)への

訪問

アリゾナ州裁判所事務局(以下, ｢AOC」 という｡）は，州最高裁判所長官

(ChiefJustice)直轄組織として，州裁判所全体の事務局機能を担い，サポー

トを行っている組織である｡このAOCは,AOC全体を監督する部門のほか，

8つのDiviSiOnにより構成されている。

ぐ

①司法行政部門(AdministrativeServicesDivision)

資金調達，法務,人事及び施設管理を担当。

②保護観察部門(AdultProbationServicesDivision)

成人の保護観察プログラムやサービスの提供を担当。

③少年事件サービス部門(JUvenileJUsticeServicesDivision)

少年関係の司法サービスの提供を担当。

④認証及びライセンス部門(CertificationandLicensingDivision)

最高裁判所認証プログラムの開発， ライセンス管理等を担当。

⑤司法サービス部門(CourtServicesDivision)

司法サービス全般に関する担当。

⑥児童福祉部門(DependentChildren' sServicesDivision)

児童保護プログラムに関する担当。

⑦情報技術部門(InformationTechnologyDivision)

情報技術, ITに関する担当。

⑧教育サーービス部門(EducationServicesDivision)

く

司法関係の人材育成プログラムの開発及び育成水準の維持を担当。



上記のうち，今回の訪問では，教育サービス部門(EducationServices

DMsion)のLeadershipProgramsの担当であるTbnyCornay氏（役職名：

EducationSpecialist)にインタビューを行うことができた。

AOCの教育サービス部門(EducationServicesDMsion)は,ASU(ア

リゾナ州立大学）の敷地内の研修施設(JudidalEducationCenter)に併設さ

れる形でOMceが置かれており，同研修施穀の会議室においてインタビューを

行った。

TbnyCornay氏によれば,EducationServicesでは,Judge向けのNewJudge

オリエンテーション,Probation(保護観察)研修,Leadership(指導者養成）

研修等，様々な研修の企画，立案及び実施を行っているとのことであった。

TbnyCornay氏が担当しているLeadershipProgramsでは, CIJA(Court

LeadershiplnstituteofArizona)という委員会組織が企画,立案及び実施の決

定権を持っており，定期的に会合を行っており， このCⅢAのメンバーは，現

在17名が在籍，判事，保護観察官，書記官，上位裁判所事務局，大学教授，

一般人等,様々な分野のメンバーで構成されている。その中でも特に， 「大学教、

授」について質問したところ，アリゾナ州立大学の教授であり，現在,

Leadership分野を教えている教授とのことであった。アリゾナ州立大学とは，

LeadershipProgramを企画する段階から提携しているとのことであり，研修

施設が大学敷地内にあることからも協力関係が非常に密接かつ強固であると感

じた。

次に,LeadershipProgramsの内容だが，現在，アリゾナ州において，

LeadershipProgramsとして用意されている研修は以下の3つである。

①ArizonaCourtSupervisbr (ACS)

②ArizonaCourtMdnager<ACM

③ArizonaCourtExecutive (ACE)

※詳細は別添資料1 ｢ArizonaCourtLeadershiPPrograms」参照。
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上記3つの研修は，段階に分かれており，①→②→③とlevelが上がっていく

形式であるが,順番に受ける必要はなく，②から又は③から受ける職員もいると

のことである。

研修への参加は，完全にoptionalであり，役職に就く前の受講が義務付けられ

ていたり，役職者に受講が義務付けられているということはなく，自由に受講す

ることができるとのことであった。

3つのプログラムとも， 1日で終了するというものではなく，特に②や③は数

年かけて卒業するといった感覚で受講しているとのことであった（もっとも，

5年以内には終えなければいけないといった制約はあるそうである｡)。

以下，具体的に研修の内容を説明する。

①ArizonaCourtSupervisor (ACS)

→3つの研修のうちではいわゆるent]yクラス。Frontの部署（いわゆる

警備サービス等)の管理職が受講するのに適している。オンライン研修と

集合研修が半々程度用意されており，その内容は，コーチング,チームビ

ルディング,セキュリティ,緊急対応,リーダーシップ等,多岐にわたる。

（現在，受講卒業生125名）

②ArizonaCourtManager (ACM

→②と③は,NCSC(NationalCemermrStateCourts:国家研究機関）

とのコラボで企画されており,NCSCが用意しているICM(Institutefbr

CourtManagement)というLeadership講座十a （アリゾナ州オリジナ

ル講座）で構成されている。

アリゾナ州オリジナル講座には, ｢ManagingDiversity｣ (多様性，多

民族性の理解といった内容bPhoenixは人種の士甘渦であり，他の州と比較

し,多民族性,多宗教性といった特徴がある｡) ADR/SpecialbrCourts」

（ホームレスコート，ドラッグコート，退役軍人コートといった特別な役

割を裁判所が担っており，いわゆる行政サービスとして，ホームレス，薬

(了
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物中毒者,退役軍人の支援を行っている｡） といった特別な講座があり，

興味深く感じた。

（現在，受講卒業生78名）

③ArizonaCourtExecutive(ACE)

→②と同様にNCSCのICM講座十a （アリゾナ州オリジナル講座）で構成

されている。

3つのコースの中で最もlevelの高い研修であり, Judgeの中でも，

PresidingJudge (所長や代行クラス）が受講したり，各上位裁判所の

Administratorクラスが受講している。

（現在，受講卒業生28名）

※NCSCのICM講座を取り入れている州は，全米でも14, 15の州しかなく，その

中でもアリゾナ州はIeadership研修において最先端とのこと。

上記3つの研修における講師は，内容により，外部講師，内部職員（判事，

管理職),EducationServicesの職員が行っている｡NCSCのICM講座の内容は，

3， 4年に1度変わるようであるが，アリゾナ州のLeadershipProgramsは，

上述の委員会(CIIA)によって随時企画，内容を検討している。例えば，あ

らゆる意見を取り入れるために，受講生に採点してもらう制度をとっており，

受講生からの得点が低いCUrriCUl''mは，優先的に見直す等，工夫しているとの

ことであった。

(所感）

LeadershipProgramsの受講について，裁判官も書記官も受講する内容は一

緒なのか，尋ねたところ， 「一緒である。裁判官でも書記官でもLeadershiPの

考え方は一緒だろう｡」と当然の様子であった。日本では,裁判官と書記官が一

緒に受講する研修は，ほぼ見られない上に,管理職研修や部総括研修といった

指導者クラスの研修は，職種別に糊こして行うのが通例となっている。

(‐
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LeadershipProgramsの受講生は，裁判官も書記官も事務局職員も裁判所の

スタッフとして,Leadershipのスキルを一緒に切瑳琢磨していると思うと，非

常に好ましい印象を受けた。異なる職種間だからこそ受ける良い影響もあるだ

ろうし，あらゆる立場の裁判所職員の問題状況等を共有する良い場にもなると

思われる。

裁判部門と事務部門の「連携」という面から眺めていたが， 「連携」というよ

りは，裁判部門も事務部門も職種も関係なく，各代表を集めて，委員会を構成

し，その委員会を頻繁に開催して常に企画立案を見直すという作業を続けてお

り， 「共同作業｣という印象が強かった｡あらゆる点で,米国は非常に合理的で，

同一組織（裁判所）の職員なのだから， 「連携」 「協力」 という暖昧な関係では

なく，一緒に政策を進め，一同に集まって議論し，即座に問題を解消する， と

いう組織的意識が高いと感じた。

また,LeadershiPProgramsは， 日本においても最高裁主導で一定のプログ

ラムを作成し，管理職が自らのコーチングスキルや最新のリーダーシップ概念

を学ぶ機会（オンライン等）を準備し， 自己研鎖を促すことは有効な政策とな

り得ると思った。

子
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《 2アリゾナ州上位裁判所(SuperiorCourtofArizonaMaric叩aCounty)への

訪問

アリゾナ州上位裁判所の訪問においては, CivnCourtAdministrator般割

は民事部門の事務方トップb書記官ではないが，民事首席的役職）のPeter

Kiefr氏及びDeputyCriminalCourtAdministrator (役割は刑事部門の事務

方副役職｡書記官ではないが,刑事次席的役職｡)のChristopherG.Bleuenstem

氏のお二人に大変ご尽力いただいた。このお二人と普段から良好な関係を築い

ていらっしゃる舘裁判官にも改めて感謝したい。

（1） 庁舎概要



アリゾナ州上位裁判所幅uPeriorCourtOfArizonaMaricopaCounty)は，

CentralCourtBmlding,WestCourtBuilding,EastCourtBuilding,South

Courtmbwer,OldCourthouseの複数の庁舎で構成されている。滞在中，そ

れぞれの庁舎に何度も出入りすることとなったが， どの庁舎においてもセキ

ュリティチェックは厳重であり，①手荷物のx線検査，②手持ち金属物品及

びベルトを外してのゲート式金属探知機検査,@SecurityDMsionのスタッ

フによる金属探知機検査，の3つの行程をクリアしないと庁舎内には入れな

かつた。

て
OldCourthouseと呼ばれる古く趣きのある庁舎を除き，他の庁舎は全て

高層庁舎であり，特にSouthCourtTbwerについては，最新鋭のIT技術を

集めたIT庁舎である。同庁舎は，庁舎入口に大型のスクリーンが何面も配

置され，開廷表がリアルタイムで更新（法廷での入力,OmceでのSystem

入力が自動反映）表示されている。法廷階には，案内ブースが設けられ，職

、員が常時2名配置されており， リアルタイム更新されるデータを確認しなが

ら，来庁者への対応を行っていた。また，週に500名も来庁するという陪

審員(ury)の対応エリアには，空港のチェックインシステムを利用した

.Entrysystemが採用されており,徹底した効率化が図られている印象であっ

た。ただし, SouthCourtTbwer以外の高層庁舎でも傍聴を行ったが，他の

庁舎では，開廷表はダブルクリップで止められており，修正は手書き， と従

前のシステムが採られており,ITによる効率化の途上にあることも垣間見る

ことができた。

(2) システム改修会議への参加

まず，最初に,OldCourthouseの1階にある上述のPeterKiefr氏の

OHceを訪ねたところ,同氏からは,民事裁判部門の責任者であること,様々

な案件に関わっているが「ICIS｣ (AZの事件管理システム：民事，刑事，保

護観察家事,少年等，全ての共通システム)の管理，改修にも関わっている

〔



ことの説明があった。

訪問初日，同氏の薦めにより, ICISの改修のBigPrOjectのMeetingに

オブ参加させていただけることになった。ハルe伽gは,OldCourthouse内

の会議室で行われ，議題は「Changestothearbitrationhlnctionofthe

court'scomputersystemqCIS)｣ ,直訳すると「ICISの調停官機能の変更に

関して」となるが，会議中に簡単に説明されたBackgroundによると，アリ

ゾナ州では， ＄50.000以下の民事事件につき，全て調停前置， という制度を

採用しており，その調停に対応するための調停官(主に弁護士が選任されてい

る)の登録が6000人を超えてしまったとのことだった。事件を適正かつ公平

に配てんするためにも新しい事件の候補者探しの自動化が必須であると考

えており，その機能の実装のために必要な入力情報を検討する会議， という

位置付けのようであった。参加者は11名であり,PeterKiefr氏が司会進

行を担当し，民事代行，各種セクションの管理職書記官事務局の管理職

CTS(e･court担当のIT部門） といったメンバーであった。まず，全員が揃

ったところで1人1人手を挙げて名前と役職を言い,会議が始まった(オブ参

加とはいえ，舘裁判官及び当職も名前と役職を確認され，挨拶を行った。 ）。

会議室にはWebカメラ付きの100インチ程度のデュアルモニターが設置

され，そのモニター画面を見ながらプレゼンテーション形式で会議が始まっ

た。 1時間半に及ぶ会議であったため，詳細な内容は割愛するが個肺資料は

別添資料2のとおり),最も印象的だったのは民事代行の存在である。民事代

行(CMIPresidmgJudge)のWarnerRandall判事は， 自由關達に発言し，

PeterKiefr氏やCTSの担当者と議論を交わしていた。

IT関係の導入や改修の際も,かなり実務的な段階から民事代行級の判事や

現場の担当者と議論している様子が伺われ， ここでも事務部門と裁判部門の

「連携」というより， 「共同作業」 という印象を強く感じた。また， ここま

で実務的な議論が管理職級の会議で平然と行われていることから，管理職ク

で
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ラスの実務把握能力の高さが伺われた。

(3)民事裁判官会議の見学

Petermefr氏の薦めにより，民事裁判官会議を見学させていただける機

会に恵まれた。

民事代行(CivilPresidmgJUdge)のWarnerRandall判事が主催し,本庁の

判事が11人参加し，加えてⅣ会議システムにより， 2つの支部の判事が

参加していた。

議題については，事件の割り振りに関すること等であったが， （詳細な説

明を省いて議論が始まったため)詳細は不明であったものの,特筆すべきは，

自由な雰囲気であり， ランチ時間帯だったとはいえ， リンゴを丸ごとかじり

ながら発言したり，椅子の上に大きく寝そべっている判事がいるなど， リラ

ックスした雰囲気で議論が交わされていた。

ここでも，判事達とは別テーブルであるが，事務方の職員が複数人控えて

おり，議論の趨勢に聞き耳を立てて,適宜メモを取るなどしていた。

(4)刑事法廷でのIT機器の説明及びインタビュー

次に,上述のChrist叩herG.Bleuenstein氏の案内により,刑事法廷にて，

IT機器のデモンストレーション及び説明を受けることができた。

アリゾナ州では,逮捕令状を執行した後， 24時間以内に冒頭手続(1nitial

Appearance)を行うこととなっており，この手続は，拘置所(Jan)内にあ

るIACourt(ImtialAppearanceCourt)にて行われる（日本では考えられ

ないが，犯罪報道の際，拘置所でのIACourtでの被疑者の様子が放送され

る場合もあるとのこと｡)。その後，罪状認否手続(Arraignment)を行い，

聴聞手続(Violationhearing,Despositionhea血g)と手続が進むこととな

る。今回，デモンストレーションに使用した法廷は, IACourtの後，罪状認

否をし，保釈条件を判断したり，保釈条件の履行可能性について聴聞する手

続の専用の法廷とのことであった。この法廷内には，ガラス張りで仕切られ

一
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た部屋があり,IACourtから連れてこられる被疑者が同時に18人待機でき

るような作りになっていた。

この法廷で働く裁判官以外の職員としては，①書記官(ClerkofCourt),

②補助官(JudicialAssistam) ,③廷吏(BailiH)がいるとのことであった。

簡単な職務内容としては，以下のとおり。

①書記官(ClerkofCourt)

歴史的な経緯から書記官が別組織の職員として存在しており，この法廷

の担当書記官も「ClerkoftheSuperiorCourfsO缶Ce」というDowmown

にある書記官事務局の職員である。

職務内容としては,調書作成を主としており， 「公証」に糊こしている印

象であり，期日呼出しや事件関係のいわゆるコートマネジメント業務は，

後述の「補助官(JudicialAssiStant)」が行っている。

②補助官(JudicialAssistant)

期日呼出しや証拠の整理等， 日本の書記官がイメージするいわゆるコー

トマネジメント業務を行う職員。

③廷吏(Bailim

法廷内の全ての事務を取り扱う。開廷中のRecord業務, ｢ICIS｣への入

力業務，事件の進行業務，被疑者署名や保釈条件の説明まで行っている。

(‐
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今回の法廷でのデモンストレーションでは，上記③の廷吏(BailiH)の女

倒蔑員が参加いただき,､実演をしていただいた。

デモンストレーションの中で最も驚いたのが， 「完全ペーパーレス化｣であ

る。ChristopherG.Bleuenstem氏の説明によれば， この法廷では，裁判官

(Judge),書記官(ClerkofCourt),廷吏(Baili鋤が立ち会っているが，



全員1枚も文書を持たず入廷し， 1枚も文書を持たずに退廷するとのことで

あった(通常,補助官(JudicialAssistant)は,Omceで事務処理とのこと｡)。

まず,廷吏(BailiH)から，法廷内の自席にある3つのモニターのうち，

FTR用モニターについて説明された。FTRにより，全ての法廷は録画され

ており，裁判官が入廷したところから，必ず録画を開始するとのことであっ

た。録画が開始されると，法廷全体に見えるように配置された赤色の大きな

カウンターが動き始める。この録画のデータは後ほど,DVDに落として確

認することもできるし，開廷中に，裁判官のPCで巻き戻し再生することも

できるとのことであった。

次に，廷吏(BailiH)の操作により，デュアルモニターに「ICIS」の画面

が表示された。 「ICIS」の画面の左側には，①事件管理番号，②当事者名等

が表示されたセルが縦長に並んで表示されている。そのセルの一つをクリッ

クすると，画面上に被疑者の写真，身体的特徴，犯歴，事件関係書類の全デ

ータが表示され，必要な書類が画面上で作成できるようにシステムが準備を

開始した。

(画面イメージ※研修用資料よりｷｬプﾁｬｰしたもの）

（
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ダミーデータを入力して手続を進めると，保釈条件を記載した文書データ

が表示され，廷吏(Baili鋤のデスクに備え付けられている電子署名できる

機器（クレジットカードで利用されている指で署名を記載できる機器）を利

用して電子署名すると，保釈条件を記載した文書に電子署名が反映され，裁

判官による電子認証が行われると，裁判官の署名も自動入力され，文書が完

成するシステムとなっていた。

最終的には,聴聞手続終了後,法廷内に備え付けられているプリンタにて，

保釈条件を記載した書面（裁判官の署名と被疑者の署名が反映されたもの）

を1枚印刷し，被疑者に渡して手続を終えることになる。その際，文書の控

えは「ICIS」に登録され，電子的に保存される。廷吏(Baili鋤が事件終了

の操作をすると，画面の色が変わって, ｢ICIS」の画面の左側のセル表示も

「終了」として表示される（この終了のデータはそのまま開廷表等のデータ

とリンク)。

ここまでの事件処理において，裁判所側に残る文書はゼロ，裁判官も書記

官も全てモニターを見ながら事件処理を行っており，それで十分とのことで

で
一

あった。

廷吏(Banff)も，被疑者に対する書面の内容の説明は， 自席のモニター

を回転させて，モニターを示しながら説明を行っており，紙は利用していな

いとのことであった。今後， このモニターを回転させる手間を省くために，

被疑者が書面の内容を確認し，そのまま電子署名をできる機器（具体的には

ipad)の購入を検討しているとのことであった。

ChristopherG.Bleuenstem氏によれば， ここまで徹底したペーパーレス

になったのは，アリゾナ州でも最近のことであり，特に，今回の法廷のよう

に18名ずつ事件処理を行うような手続においては，圧倒的に事件処理のス

ピードがアップしたとのことであった。

《



ペーパーレス化に裁判官達は抵抗を示さなかったのか質問したところ，や

はり不安の声や反対意見はあったとのことであった。しかし，当時の所長

(PresidingJudge)であるNormanDavis氏の強い意向により， トップダ

ウンでペーパーレス化が実現したとのことであった。

さらに,ペーパーレス化を実現するためには，様々な機器整備が必要なた

め，予算の拡充が必要ではなかったのか，予算はどのように取得したのかと

質問したところ，州議会に対し， 20％の人員削減を約束して，予算を取得

し, IT機器導入後，実際に20%の人員削減を実施したとのことであった。

また, ｢ICIS｣の研修についても,ITを使いこなす必要のある廷吏(BailiH)

を中心に，研修をどう工夫しているのか，研修の受講者に対しどのようなモ

チベーション維持の対策をしているのか，質問したところ, Christ叩her

G.Bleuenstem氏からはあっさりと， 「仕事に必要なシステムだからオンラ

インでいつでも研修できるように整備している。モチベーションについては

特に気にしていないが，雇用継続のため（解雇されないため)， 当然に研修

へのモチベーションは高い」 と回答があった（オンライン研修の内容につい

ては，別添資料3のとおり｡)。

(所感）

上述の「人員削減」でも感じたことであるが，米国では雇用関係が不安定

であり，裁判所といえども，補助官(JudicialAssistant)や廷吏(Bani鋤

については，裁判官が変われば簡単に解雇されてしまうし，管理職クラスで

あっても，新所長(PresidmgJudge)の意向で解雇し，新たに優秀な管理職

を公募することも日常茶飯事とのことであった。

雇用関係が不安定であることの価値判断はあるものの，仕事のスキルを向

上させ， 自己研鎖しないと雇用関係を維持できない， という意識が，廷吏

(BaⅢ鋤クラスまで浸透していることは，職務へのモチベーションという

(訂
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意味では非常に有効であり，実際,裁判所の職場で働く職員の顔色は明るく，

職場にも活気が溢れている様子が見られた。

雇用関係の安定にも一定のモチベーション効果はあるであろうし，一概に

アメリカの方式が優位だとは思わないものの，職員一人一人の自己研鑛意識

の高さについては，非常に注目すべき事実であると感じた。

また，完全ペーパーレスについては，サーバーダウン時の危機管理につい

て尋ねたところ，サーバーダウンした場合は，用意してある随時バックアッ

プデータから紙ベースに手続を移行させ，サーバー復旧後，紙ベース手続時

の内容をデータに戻す， という対応マニュアルがあるとのことであった（実

際に過去に数回サーバーダウンしたことがあり，危機管理対策は有効であっ

たとのこと｡)。

Christ叩herG.Bleuenstein氏によれば， 「トラブルがあるのは当然｡それ

に対処する準備があれば大丈夫である。当裁判所では事件数の多さから, IT

化は必然であり， トラブルを恐れてIT化に踏み切らないという選択肢はな

い｡」 とのはっきりとした意向であった。

日本でペーパーレス化政策を進めたとしても必ず陸路として，危機管理対

策が問題になると思われるが， 「トラブルがあるのは当然｡」 というスタンス

に立てるかどうか， という点がターニングポイントになるのではう と改めて

感じた。

（参考：廷吏(BailiH)について）

廷吏(Baili田は, IT化の重要ポイントになっていると思われる。 IT

予算獲得のために人件費を削減したものの，廷吏(Baili田の人数は削減

されていないとのこと。法廷でのデモンストレーション後,廷吏(Bailim

の執務室を見せていただいたが，全員女性であり，年齢的には若年層の方

が多かったように感じられた。 ITスキルが高い若手廷吏(Baili鋤を雇用

し,IT化に後れをとりかねない裁判官のsupportに付けている様子が伺わ

(了
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れた。ちなみに，非常に合理的で興味深かったのが，廷吏(BailiH)の執

務室の場所である。 日本でいう法廷裏の専用廊下部分に細長い執務室を構

えており，こんな所にOffceがあるのか，と驚いていると，廷吏(Bailim

からは， 「法廷での仕事しかないので，近くて便利です｡」 との説明があっ

た｡ペーパーレス化により,法廷と執務室との事件記録の往復がないため，

補助官(JudicialAssistant)の執務室に赴く必要がないことからも，非常

に合理的なOffceの場所なのかも知れないと思い直した。

(5)人事部長(HumanResourcesDirector)へのインタビュー

上位裁判所のCivnCourtArlminigtratorのPeterKiefr氏のセッティング

により，上位裁判所の人事部門トップの人事部長(HumanResourcesDirector)

のDannaQuim氏にインタビューする機会に恵まれた。インタビューには，

PeterKiefr氏も同席し,DannaQuinn氏のOfceにて，終始和やかに会談

を進めることができた。

ア研修関係

人事部門(HumanResourcesDMsion)の陣容は30名ほどで，そのう

ち研修担当は， 7， 8人とのことであった。

裁判官以外の職員に対する研修（特に，補助官(JudicialAssistant)と廷

吏(Baili鋤共通の研修）について尋ねると，アリゾナ州では，裁判官及び

裁判官以外の職員共通の研修として, COJET(CommitteeonJudicial

Educationandnaimng)というプログラムが用意されており，毎年，裁

判官及び裁判官以外の職員全員が，同プログラム認定の研修を最低16時間

受けなければならないシステムになっているとのことであった。

同プログラム認定の研修は，倫理等の必須科目はあるものの，それ以外は

選択式で好きな科目を選んで受講することができ，基本はオンライン研修と

(て
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最低16時間の研修時間を遵守しない職員がいるかを確認したところ，病

気やメンタルヘルス等，諸事情により受講できない職員はいるものの，基本

的に，皆,最低研修時間を遵守しているとのことであった。

COJET以外の研修について，特に，補助官(JudicialAssistant) と廷吏

(Baili鋤については,OJTを含め，基本的には裁判官に委ねられていると

のことであり，後述する採用形態といい，補助官(Judicial"sistant)と廷

吏(Baili鋤は特別な立場であるという印象であった。

イ雇用関係

法廷で働く裁判官以外の職員につき，雇用形態が複雑に感じたため，採用

関係から質問し，雇用形態を整理して説明していただいた。

①書記官(ClerkofCourt)

採用も含め,全ての任用権を書記官事務局(ClerkoftheSuperiorCourt's

O$ce)が持っており，上位裁判所人事部門では，雇用に全く関与してい

〔

ないとのこと。

②補助官(JudicialAssistant)

裁判官付き補助官(JudicialAssistant)として採用。

採用募集，面接のセッティング，給与(Salary)の基準の提供等はする

が，採用面接を行い，採用決定をするのは，各裁判官とのこと （人事部門

は面接にも立ち会わない｡)。雇用予算は州議会による承認

※採用募集公告によれば，インタビュー当時，時給＄15.63程度で募集｡

③廷吏(Bailm

・裁判官付き廷吏(Baili鋤として採用。

上述の補助官(JudicialAssistant)と同様，採用面接を行い，採用決定

をするのは，各裁判官とのこと。雇用予算は州議会による承認

※採用募集公告によれば，インタビュー当時，時給＄12.75程度で募集。
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上記②及び③については,かなり窓意的な採用になるのでは,と思ったが，

DannaQuinn氏も同採用形態が良いとは思っていない， という漠然とした

印象を受けた。しかし，公募することも義務付けられてはいないようで，採

用募集公告を出す裁判官も一部の裁判官だけのようであった。

また，インタビュー当時，警備部長(DirectorofCourtSecurity)の採用

募集を行っており （募集公告によれば，採用条件に①最低7年以上の公的警

備部門での経験，②5ポスト以上の管理職経験， という厳しい採用条件が付

されていた｡)，人事部長(HumanResourcesDirector) と同Levelの重要

ポストも公募するのですね， と質問すると，管理職ポストは基本的に公募で

優秀な人材を募ることが多いとのことであった。ただし，公募なので，裁判

所内部からチャレンジすることも可能との説明であった。

内部から管理職選考を経て，管理職登用をしていく日本式と異なり，米国

においては，会計部門のトップ(FmanceDirector)は，銀行等の金融関係

から登用し, IT部門のトップ(ChiefTbchnologyOfncer)は，最新のIT企

業から登用するというように，それぞれの分野におけるスペシャリストが活

躍できる環境であることは既知の事実であったが，公的機関においても全く

同様， という現状を改めて確認することができた｡

(6) IT部門管理職へのインタビュー

上述のPeterKiefr氏のセッティングにより, IT部門の管理職である,調

査企画部長(DirectorofResearchandPlanning)のDianaR.Hegyi氏及

URCTSの管理職(CourtTbchnologyServicesChieflnformationOmcer)

のJaynePendergast氏の2名にインタビューする機会に恵まれた。

2名のうち,DianaR.Hegyi氏には,初日に参加したシステム改修会議で

お会いしておりi ここでは再会という形となり，和やかな雰囲気の中，イン

タビューを進めることができた。

〔
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まず，システム改修会議について話を聞いたところ，やはりPeterKie企r

氏に聞いたとおり，非常にBigPrmectとの認識であり，調停官に関する制

度変更があったため，調停官の候補者選定がさらに難しくなり，改修がマス

トという状況に陥っているとのことであった。

このシステム改修は，前所長(PresidmgJudge)のNormanDavis氏の

強い意向により進められており，現所長も引き続き後押ししてくれていると

のことであった。

また, IT機器の見学の感想を述べ,完全ペーパーレスの法廷手続に感嘆し

たことを話すと，やはり完全ペーパーレスの法廷手続を維持するためには，

かなりの数のITSta狂が必要であることと，かなりの予算がいること， とい

う厳しい現状についての説明があった。

特に, IACourtは先進的なIT化を進めているものの，逮捕令状執行後，

24時間以内にIACourtに被疑者を連れてこなければならない， という制

約の元で行われているため， トラブル時の対処に時間をかけられないことか

ら， 24時間体制の保守スタッフが常駐しているという説明であった。

CTS(CourtTbhnologyServices)のSta丘は，システムエンジニア，プ

ログラマー，セキュリティスタッフ，危機管理保守スタッフと様々な分野の

専門家を雇っており，その数は300名以上という陣容とのことであった

（ほとんどのSta丘が各庁舎に常駐しているとのこと｡)。

そのほかには,飲酒運転関係の逮捕令状において,電子逮捕状(e-warrant)

を採用しているとのことで，逮捕状に裁判官が電子署名を行うと逮捕状が認

証され，専用のシステムでパトカーの警察官の端末に発布され，そのまま端

末の画面を提示して逮捕状を執行するとのことであった。

Arraignment (米国の罪状認否手綱においては,Video-Arraignmentの

システムも確立されており，怪我や病気で出頭できない被疑者が病院にいな

がらにして法廷に立てる仕組みも実施しているとのことであった。

（

（
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以上のインタビューから強く感じたことは，アリゾナ州においては，刑事

及び民事の事件数が非常に多く,IT化はマストな状況であること,そのため，

IT化予算への比重は高く，保守費用といったメンテナンス費用にかなりの高

額予算をかけても致し方ない，むしろ，事件処理を効率的に進めることこそ

が重要である， という強い意志を感じた。それと同時に，前所長や現所長が

後押ししてくれるから進められる， という発言も度々あり，米国では， 日本

以上に州のトップの意向が強く反映されるように感じた（他の州では，一度

E-hlingやIT化を進めていたところ，システムへの入力処理を間違えたこと

により，裁判事務が大きく混乱し，その後，所長が交代した後，全くの紙ベ

ースに戻ってしまったこともあったとのことである｡)。

（

3マリコパ郡書記官事務所(ClerkoftheSuperiorCourt,MaricopaCounty)

への訪問

既述のとおり，アリゾナ州では歴史的紹偉から独立的な綻職として書記官団

体が維持されており，当職が訪れたマリコパ郡書記官事務所(Clerkofthe

SuperiorCourt,Maric"aCounty) もSuperiOrCourtの名前を冠しながらも，

SuperiorCourtから歩いて10分ほどの場所にある全く別の建物の中に設置

されていた。

同書記官事務所では，選挙によって選ばれた首席書記官であるMiChael

K.Jeanes氏が絶対的な存在であり，職員の採用決定権は全て彼にあるという

説明であった。職員櫛戎としては,MichaelK.Jeanes氏は男性であるものの，

副役職（次席）書記官は全て女性であり，書記官全体の約9割が女性の職員と

いう説明であった。

今回の訪問では，人事課長(PHR(ProfssionalmHumanResources)

Administrator)のLoisRees氏（女性）及びnaining部門のSupervisor(男

性）に対し，インタビューすることができた。
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書記官事務所では,裁判関係書類の各種受付,結婚証明(MamageLicenses),

各種証明書類の記録管理（裁判関係書類含む｡）等の業務を行っている。その

記録管理を徹底して電子管理(e-aling)しており，それらの記録をWEBサイ

トにて公開し,一部の制限事件等以外，全て閲覧謄写できるように管理してい

る。これに対しては， 「公証｣業務を徹底して行っているという印象を受けた。

e･fling自体は,アメリカの各州が積極的に取り組んでいると思われるが，その

中でもマリコパ郡書記官事務所(ClerkoftheSuperiorCourt ,Maric叩a

CounW)は，先進的な考えを持っている様子であり, e-filing自体に自負を持

っている様子が伺われた。

書記官に対する育成についても，独自の研修を1000種類近く持っていると

いう説明があり,naining部門のSupervisorからは研修についての熱い説明

を受けることができた。

基本的な研修として,アリゾナ州のCourtSta笠に課せられている毎年最低

16時間の研修については,書記官についても同様に受講しているとのことであ

った。その他の研修については, IT関係の研修は最重要との位置付けであり，

同研修の充実には力を入れているほか， 当事者対応研修(FacetoFace

Thfaining),新採用研修(NewEmplWeeTraining),裁判制度研修(Judicial

SystemmPaining),全体的に書記官の仕事を傭敵するような研修(Clerk

Overview)等,様々な研修を行っているとのことであった｡また,LeaderShip

研修も行っているし，当職がEducationServicesにて学んできたArizona

CourtLeadershipProgramsは，良いプログラムなので，職員に受講を進めて

いるとのことであった(ClerkofCourtもCmAの構成職種｡)。珍しい研修と

しては,BiohazardThPammgがあるとのことであった｡直訳では｢生物危害，

生物災害」であるが，おそらく，証拠物等を扱うため，危険物取扱研修といっ

た性質のものだと思われる。

日本も同様であるが， とても困難だが重要なポイントとして，当事者対応の

１
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難しさをあげていた。怒っている当事者の対応が難しいのは当然のことだが，

裁判関係の当事者は深刻さを抱えて相談にくるし，結婚証明の方は晴れやかに

相談にくるといった全く異なる当事者に対する対応を身に付ける必要があり，

裁判所(Court) とは違う， という言い方をしており， どちらかといえば， 日

本で言えば行政（区役所等） と同じような感覚なのだろうと思った。

ここでも日本でいう行政と司法が一部混在している様子が見られたが，他に

も既述の「ドラッグコート」や「ホームレスコート」 といった薬物中毒者社会

復帰支援やホームレス社会復帰支援といった行政的機能を，米国では裁判所が

担っている部分が大きく，その分,予算や社会的役割の感覚も日本とは異なり，

規模が大きいものとなっている印象を受けた。

〔

4フェニックス市裁判所(CityofPhoenixMumcipalCourt)への訪問

Phcehix滞在の最終日に,フェニックス市裁判所(CiWofPhoenixMunicipal

Court)に訪問する機会に恵まれたが， この訪問に関しては,RCbertDoyle判

事に，傍聴やインタビューの手配の一切を行っていただくなど，大変ご尽力い

ただいた。

(1)法廷傍聴及び見学

RObertDoyle判事の薦めにより,RObertDoyle判事が担当する刑事事件

(Cmmnal)の法廷を傍聴及び見学することができた。

同判事の取り計らいにより，担当する廷吏(Ba逝鋤の真横に座り，いわ

ゆる書記官席のような場所に座って傍聴及び見学をすることができた。

・傍聴した事件のほとんどは,スピード違反等,交通関係の刑事事件であり，

罪状認否手続で，皆が罪を認め，罰金支払手続のために法廷を出ていくとい

ったシンプルなものであった。特徴的だったのは，法廷において，英語の発

音が聞き取れない当事者が多かったことである。彼らはNativeではないの

か， と廷吏(BailiH)に聞いたところ，同裁判所の当事者となるのはほぼ

(‐



Spamsh系とのことであり，彼らは英語が苦手だから， と説明を受けた。通

訳システムについて尋ねると, Spamsh系の通訳は常駐しており，それ以外

も数十の言語の通訳はすぐ用意できるという説明であった。

廷吏(BailiH)は，紙ファイルに入れられた十数件の事件記録を順序よく

裁判官に手渡しながら， 自席のPCで，法廷での手続進行中に（上位裁判所

で見学した「ICIS」とは異なる) ｢CMS(CourtManagememSystem)」を

利用して， リアルタイムで事件の進行管理を行っていた｡廷吏(Bailimは，

罪状認否手続を終えた当事者に渡す紙を印刷したり，説明したり，システム

入力したり， とあらゆる法廷での作業を行っており，かなり忙しい印象を受

けた。また,判事が入廷してから，常時法廷は録画されており，この｢FTR」

と呼ばれる録画システムの操作も廷吏(Baili鋤が行っていた。

実際の法廷の開廷中に，裁判所職員側の席にて立会体験させていただくこ

とは非常に貴重な体験であり， さらに，事件終了後，法廷裏にあるRObert

Doyle判事に，事件の簡単な説明をしていただくなど，非常に厚遇していた

だいた。

(2)事務局(ManagementServicesDMsion)及びIT担当者(Information

（

SystemsOfcer)へのインタビュー

(‐ 市裁判所の事務局(ManagementServicesDMsion)のうち，人事担当責

任者(Human ResourcesOfcer)のJulieTEylor氏，研修担当者

(CurriculumandnainingCoordinator)のScottKirghner氏, IT部門の

システム担当者(In允rmationSystemsOmcer)の男性に対し，インタビュ

ーすることができた。

まず,研修勵系につき,Scottmrshner氏から説明を受けたところ,既述

のとおり，アリゾナ州では,裁判官及び裁判官以外の職員共通の研修として，

COJET(CommiteeonJudicialEducationandnaimng)というプログ

ラムが用意されており，毎年,裁判官及び裁判官以外の職員全員が，同プロ



グラム認定の研修を最低16時間受けなければならないシステムになって

いるため，フェニックス市裁判所(CityofPhoenixMunicipalCourt)でも，

ScottKil･shner氏が中心となって，受講カレンダーを作成し，職員が自由に

選べるよう研修機会を提供しているとのことであった。

ScottKiT･ghner氏の説明によれば,全てのCOJETのTrainingクラスは,

ScottKi'･ghner氏が担当して,講師を務めているとのことであった(COJET

のTraimngクラスメニューについては,別添資料4のとおり｡)。必修クラス

は, ｢Ethics(倫理)」と「Computer/NetworkSecurity(CP,ネットワーク

セキュリティ)」でそれ以外は選択式。選択肢の中には「CustomerService

gldllR」や「IifatWbrk」といった一般的な項目が並んでいた。また，毎年

の研修となるが，受講する職員のモチベーションはどのように維持されるの

か，ポジティブに受講しているのか，尋ねたところ，皆，ポジティブに受講

（

していると笑顔の回答であった。

最後に，Ⅱ部門のシステム担当者(InformationSystemsOmcer)の男性

からは，事前に送付しておいた質問に対する回答を書面でいただいた（別添

資料5のとおり｡）

同書面には, IST(InformationSystemsandTbChnology)DivisionのIT

関連予算の仕組みを説明してあり，現予算は，年間「$3.2mnOn」 と感覚

的には大規模な予算が組まれているようであった。また, ISTの仕事内容に

も触れられており，サーバーのアップグレード、ルーティンサーバーメンテ

ナンス、ネットワーク、デスクトップPC、プリンターなどのサポートをし

ているようであるが．、システムとしては、前述したCMS (Court

ManagementSystem)とFTR(ForTheRecord:法廷録画システム）をメ

インにメンテナンスしているようであった。そのほか、現在、CMSのアッ

プグレードのために、民間企業を雇っているそうであり、アウトソーシング

もかなり進んでいる印象を受けた。

(‐
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第二ノースカロライナ州（2月15日から同月19日）

1 ノースカロライナ州東部地区連邦裁判所(U血edStatesDistrictCoUrt

EasternDistrictofNorthCarolina)への訪問

ノースカロライナ州では,連邦麦畔I所(FederalCourt)を訪問する機会に恵

まれた。連邦裁判所でまず驚かされたのは，そのセキュリティチェックの厳し

さである｡裁判所入口には,窓付カウンター(窓は強化ガラス，おそらく防弾）

が設置されており, SecuriWOfcerから写真付きIDの提示を求められたが，窓

口には, ID (パスポート）がギリギリ通るぐらいの隙間しかなかった。イメー

ジ的には，被疑者との弁護人の面会室のような厳重さであった。そこを抜ける

と，①手荷物をx線検査機に通し，②靴を脱ぎ，③ベルトを外し，④金属探知

機のgateを通った後,⑤ハンディ金属探知機によるSecurityOmcerのチェック

を受け，⑥手荷物の中にあったペットボトルの水を一口飲むよう指示された。

さらに，事前に知っていたので持参しなかったが，カメラやカメラ機能付き携

帯電話の持ち込みも禁止されていた。

連邦裁判所の厳重なセキュリティチェックを目の当たりにすると，改めて日

本のセキュリティチェックの甘さを感じることとなった｡少なくとも，東京地

裁レベルのセキュリティは必要なのでは， と感じざるを得なかった。

なお，連邦裁判所の訪問においては，首席書記官のJulieRiChardS氏に大変

お世話になった。ここで改めて感謝したい。

(1)法廷傍聴

首席書記官のJulieRiChardS氏に案内され, JudgeNumbersの刑事法廷

を傍聴することとなった。

JUlieRichards氏によれば，東部地区連邦裁判所の裁判官は, Active

Article Judges (3名),@SemorDistrictJudge(3名),aiagistrate

Judge(3.5名)で構成されており, JudgeNumberSは，若く優秀な

(‐

（

MagistrateJUdgeとのことであった。



ActiveArtideJudgesは，この裁判所の中心的な存在で,様々な事件を

配てんで担当し, SemorDistrictJudgeは，名誉職的な存在で，事件を自分

で選別して担当するなど，あまり仕事をしている様子は見られなかった。こ

れら①及び②の役職は，定年がなく終身制という説明であった。そのため，

連邦裁判所には100歳を超える裁判官も存在するとのことである｡これに対し，

MagistrateJudgeは，①からの指名制であり, 7年が任期（更新可),あら

ゆる事件を大量に担当しているとのことであった｡ちなみに,3.5名という小

数点表示の理由を尋ねたところ， 1人はパートタイムで働いているから， と

いう回答であった（弁護士との掛け持ちと思われる｡)。

今まで訪れた法廷の中で最も威厳があり，巨大な法廷で，刑事裁判が始ま

った。法廷には，裁判官のほか，書記官(ClerkofCourt),廷吏(BailiH),

保護観察官(Probationomcer)が着席していた。

まず，書記官(ClerkofCourt)及び廷吏(BailiH)の仕事内容がアリゾナ

州上位裁判所と全く異なることに驚かされた。

アリゾナ州上位裁判所では，書記官(ClerkofCourt)は，法廷立会のみ

を行っており，法廷内録画システム入力，法廷内の読み上げ，裁判官への

記録や書証の受け渡し，当事者への説明のすべてを廷吏(Baili鋤が行って

いたが，連邦裁判所では，上記全てを書記官(ClerkofCourt)が行ってお

り，感覚的には日本の書記官に近い印象を受けた。これに対し， ノースカロ

ライナ州連邦裁判所の廷吏(BailiH)は，警察官や保安官といった制服を着

ており，開廷中は，法廷内で警備をしているだけで，全く法廷事務に関与し

<‐
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ていなかった。

また，保護観察官(Probationomcer)については, JulieRichards氏に

よれば，①勾留の可否の判断に対する意見具申（独自の捜査権を持つ。保釈

に対する意見も述べるほか，被疑者の住環境等についての報告書も作成す

る｡)，②量刑意見具申（量刑に対するレポートを提出する｡)，③保護観察事



務（日本の保護観察と同様）の3つを主に行っているとの説明であった。

被疑者が｢USMarshalService｣と表示のある制服を着た職員に連行され，

3名同時に入廷した｡後でJulieRjChards氏に確認したところ,USMarshal

Serviceとは,連邦保安官局(UmtedStatesMarshalsService)のことであり，

開廷中の法廷で裁判官，検事，陪審員，書記官等を保護し，被告人の監視を

したり,逃亡した被告人や連邦囚人を逮捕することもあるとのことであった。

被疑者3名の裁判の内容は，いわゆる勾留質問手続であった。勾留質問手

続を行っていると理解した時点で， このような威厳のある巨大な法廷で，勾

留質問手続を行っていることに違和感と驚きを感じた。被疑者3名にはそれ

ぞれ代理人（おそらくDistrictAttomeys)が付いており，①被疑者1名の事

件と②共同被疑者2名の事件の2つの事件の勾留質問手続であった。基本的

には有罪を認めている事件であり，淡々と進んだものの，共同被疑者2名の

事件の代理人から子供の養育の必要から在宅起訴を希望する旨の申し出があ

ったが，裁判官の判断は一旦勾留し，後日勾留の必要性について再検討する

という判断であった。

次に，被告人1名が入廷し，証人尋問手続が始まった。事案としては，不

法移民のケースだったが，同被告人は，元々グリーンカードを持った住民だ

ったが，マリファナや銃の不法所持で逮捕歴があり，国外退去となった後，

メキシコから不法入国を繰り返している人物とのことであった。

証人尋問手続では，検察側証人として，移民局の役人，弁護側証人として

被告人の姉の取り調べを行った。被告人には，通訳人が付いており，逐一通

訳している様子だったが， 日本とは異なり，通訳中に事件進行を待つという

ことはなく，通訳しているペースを気にせず， どんどん事件を進めているの

が印象的であった。

JulieRiChards氏によれば，連邦裁判所の事件は，移民関連とドラッグ関

連の事件がほとんどとのことであり， （さらにアテンドの秋田裁判官に聞いた

て
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ところでは）移民関連約30％， ドラッグ関連約30％という，かなり偏っ

た事件数とのことであった。

(2) CM/ECFについての説明

次に，首席書記官のJulieRichards氏に案内され, IT研修用の小部屋に

移動し，スクリーンモニターとPC画面を見ながら，連邦裁判所で統一的に利

用されている「CaseManagementandElectromcCaseFiling｣ (通称

CMECF)について, CourtroomDeputyandCaseManager (CMECF

関連の担当者）のKeahMarsh氏から説明を受けた。

KPahMaT'sh氏によれば,このシステムは全面的にE-hlingを取り入れて

おり，全事件のデータをシステムにアップロードすることで，一般人も法曹

関係者も裁判官もWEBデータとして， 自宅やOmceで事件記録を閲覧できる

（

とのことであった。

当然，秘匿すべき情報の管理もされていて，社会保障番号，未成年者の名

前，病歴等の情報には，システムの画面上も鍵マークがかけられており，一

般には公開されていないとのことであった（秘匿すべき情報については裁判

官の判断によって決められているとのことであった｡)。

印象的だったのが，事件記録の閲覧は，誰でもできるにも関わらず，閲覧

には， 1ページあたり10セントの料金がかかるという点である。さらに興味

深いのが， 自分の事件であれば，最初の1回は無料で， 2回目以降は料金が

発生するというシステムであった。よって，代理人弁護士等は， 1回目の閲

覧時にWEB画面を保存して利用しているという裏話も聞くことができた。

ここでの説明の後, 1Fの事件受付にある一般当事者用モニターで実際の

「CD佃CF」を操作する機会に恵まれたが，表示されるデータには，次回期

日や書面の提出期限まで記載されていた｡また,訴状や準備書面のみならず，

書証データもアップロードされており,KeahMarsh氏が，裁判官もこのシ

ステムで自宅において仕事ができる， といっていたことにも納得することが

〈



できた。なお,E-hlingを進めるために,弁護士には，書面データでの提出

を強制しているとのことであったが，まだ，一般当事者に対しては任意の協

力を求める程度で運用しており，提出された紙ベースのものは，官側でPD

F化してシステムに投入しているという説明であった(CM/ECFの運用は非

常に上手くいっているという印象を受けた｡)。

(3) IT部門担当者からの説明及び法廷機器の見学

次に, ChiefDeputyClerk(次席書記官）のPeterAUstattMoore,Jr氏

に案内され，空き法廷に赴き，法廷に設置されたモニターを使用して, IT機

器の調達やIT部門についての説明を受け，法廷機器の操作を実際に行わせて

いただいた。

まず,IT部門担当者(InformationTbchnologyDirector)のRickThompson

氏から, IT機器の調達やIT部門について，パワーボイントを利用して説明を

受けた（説明に利用した資料は，別添資料6のとおり｡)。

説明によれば, IT機器の利用については,WashingtonDCにある

AdmimstrativeOfceoftheU.S.Courts(略称AO)が，ネットワークや予算

やシステム運用に重要な役割を果たしており，連邦裁判所では， このAOを

中心に統一的なシステム運用を行っているとのことであった。

上述した「CMmCF」もAOが管理するシステムであり，基本的な改修や

運用はAOが行っているとの説明であった。ただし，改修のアイディアやシ

ステムの不具合などの報告は，Ⅱ部門が取りまとめており,AOに改修要請

をすることもあるとのことであった。

また, IT機器の調達については，議会での予算承認後, 3か月ほどで予算

が示達され，一定のガイドライン（競争性確保のための調達基準）に乗っ取

って，各種デバイスを調達するとの説明であった。ちなみに, IT機器の調達

にあたっては，現場が簡単に調達できるよう,AOが，事前に沢山の共通デ

バイス(PC,プリンター， ソフトウェア等）につき，価格競争を行っている

（
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とのことであった。

続いて,実際に調達された各種デバイス（法廷用IT機器）を実際に操作さ

せていただいた。ここでは, InformationTbchnologySpecianst (IT部門ス

タッフ）のG1ennaFalk氏も加わり，書記官用モニター,FTRシステム（法

廷録画システム)，証人用モニター，書画カメラ，同時通訳音響システム等，

実際の機器を操作することができた。

ここで説明を受けた印象としては，アリゾナ州上位裁判所と比較し，シス

テムの作りも法廷用IT機器も「非常にシンプル」という印象を受けた。州議

会予算で必要なものを自由に購入し，システム開発にどんどん予算を注ぎ込

む州裁判所は，完全ペーパーレス化に取り組む等，新たな挑戦や可脂性に満

ちていたが，連邦裁判所は，統一的なシステムを利用し，統一的な規格でIT

機器を調達しており，いわゆる「質実剛健」 といった印象であった。

(4)首席書記官のJulieRichards氏へのインタビュー

連邦裁判所への訪問の最後に，首席書記官のJulieRiChards氏のOEceに

おいて，様々な内容につき，インタビューさせていただいた。

①書記官の職務

書記官は，事件受付, MECFへの入力，事件記録(E･mmg)の管理，

期日管理，法廷立会等，全てのコートマネージメント業務を行っており，

現在，東部地区連邦裁判所には， 43名の書記官が在籍しているとのこと

（

（

であった。

アリゾナ州_上位裁判所には，補助官(JudicialAssistant)が期日管理等

を行っていたが， この連邦裁判所では，そのような職員は雇っていないと

のことであった。

②予算管理

首席書記官の重要な仕事として，予算管理があるとの説明であった。

議会へ提出する予算案を取りまとめて,AOに提出したり，実際示達さ



れた予算を執行する等，首席書記官は，予算に関する裁量を大きく持って

いる様子であった（実際の調達手続は，当然会計部門に依頼していると

のこと)。

IT関連の予算は，かなり大きいと思うが， どのように議会の承認を得

たのか質問したところ，予算管理を工夫しているとのことであった。

具体的には，議会から承認を得ている書記官の人件費は50人分あると

ころ,退職していく職員の補充をせずに,欠員状態のまま,数年を過ごし，

現在， 43人まで減員しており，余剰の7人分の予算をIT予算として活用

しているとのことであった。

人件費の承認を得ている人数分，雇用しなくて良いのか， と尋ねたとこ

ろ，そこは裁量であり，むしろ, ITを活用して少数精鋭で事務処理を遅滞

なく進めているのだから問題ない， との説明であった。

また，物件費についてもJuheRichaT･ds氏が管理しており，ボールペン

から家具に至るまで，全て予算管理して，欲しいものや更新すべきものを

購入決定しているとの説明であった。

首席書記官であるJulieRiChardg氏の権限がかなり大きく，その裁量の

大きさに驚いたが，逆に，首席書記官の能力次第では，予算管理や書記官

の人事政策も停滞してしまう恐れがあると感じた。

③裁判官サイドとの連携

裁判官とはⅢ機器の調達に関して，何らかの意見交換を行っているのか，

質問したところ，予算管理は首席書記官の仕事だが，専権的に首席書記官

に任せられている予算は$25000程度であり，それ以上の予算につい

ては，全て所長承認なので，きちんと裁判官サイドとも調整を図っている

との説明であった。

やはり，高齢の裁判官の多い連邦裁判所では,最初はIT機器に対する気

後れからか,,E-flingも含め,導入当初はかなり抵抗感があったようである

（

（



が，上述した予算管理の工夫によって，余裕があったIT予算を駆使し，裁

判官には, iPad,Surface,LaptopといったPCを複数購入して配布し，最

新型のiPhoneを購入して利用していただき，家には官物のプリンタまで備

え置き, ITの便利さを実感してもらいながら，理解を得てきたとの説明で

あった。

インタビュー全般を通して, JulieRichards氏の「やり手」ぶりを垣間

見る内容であった。全ての連邦裁判所が同様の方法で, IT化を進めている

とは思えないものの，予算執行の裁量権を最大に駆使し, IT化を裁判官サ

イドも巻き込みながら実現させている様子は，大変参考になった。
（

2 ノースカロライナ州裁判所事務局(NCAdmmistrativeO缶ceoftheCourts)

への訪問

ノースカロライナ州裁伴I所事務局（以下, ｢NCAOC」 という｡）は， ノース

カロライナ州の司法部門(JudicialBranch)全体をサポートしている事務局組

織である。

具体的には,予算管理(BudgetManagement),人事(HumanResources),

会計(Financial Services , Purchasmg),法律及び立法関係(Legaland

LegislativeServices) ,綻職的育成関係(OrganizationalDevelopment), IT

関係(TbchnOlogy)等，幅広い業務を担当している（別添資料7参照)。

今回は,NCAOCが研修施設としても使用しているRaleighにある「North

Carolih2JudicialCenter」を訪問する機会に恵まれた。

基本的に司法関係者しか訪れないということで，入口には金属探知機もなく，

受付カウンターに一人の警備員がいるだけの建物であった。建物全体は非常に

大きく，何棟かに分かれており，駐車スペースの埋まり具合からも，研修する

職員が大勢訪れている様子が伺われた。

本訪問においては,SemorDeputyDirector(実質NO.2,役職としては次長

0
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級）のJonathanWI11iams氏から歓待していただき，各部門からのプレゼン

テーションを組んでいただく等，大変お世話になった。ここで改めて感謝の意

を表したい。

建物の1FロビーでJonathanWilligmR氏とお会いすると,訪問のタイミン

グがちょうど昼休みの時間帯だったので， ランチに誘っていただき，建物内に

ある食堂にて一緒に食事をすることになった。

JonathanWi]1iams氏は，ランチに沢山の職員を呼んでおり，総勢12名程

度でテーブルを囲み,JonathanWilliams氏の軽快な冗談を聞きながら，楽し

く交流を深めることができた。雑談の中では,JonathanWnhams氏は，弁護

士出身であること，職員の中には弁護士経験を持つものも多くいることがわか

で

った。

(1) IT部門のプレゼンテーション

ランチ後，プロジェクターとスクリーンのある円卓の部屋に通されて， 10

名程度の職員の紹介を受け,NCAOCが用意したカメラマンにより記念撮影

を行った。

その後,JonathanWUhams氏の司会で各部門からのプレゼンテーション

を行う旨の説明があり，司法制度について，是非DiscuSSionしよう， とお話

〔 しがあった。

まず，最初のプレゼンターは, Chiefln允rmationOmcer(インフォメー

ション部門の責任者）のJefeyMarecic氏であった（プレゼンテーション

資料は，別添資料8のとおり｡)。

Jef"Marecic氏の説明によれば， ノースカロライナ州はj土地が広大

であり,人口に至っては，全米で10番目の州とのことであった（職員数の

詳細については，別添資料8の5頁参照｡)。

IT関連のネットワークの中心は, ｢NorthCarolinaJudicialCenter」にあ

るとのことであり，この施設の中に, ｢NetworkOperationsCemer｣が存在



し，そこでは，ネットワークにトラブルがないか， 365日24時間体制で

モニタリングしているとのことであった。これだけの手厚い体制でモニタリ

ングしている理由については，現在のノースカロライナ州の裁判事務は, IT

なしでは考えられず，特にCrimmal(刑事）関係は，迅速なトラブル対応が

何よりも重要だから， との説明であった。

それから様々なシステムについての説明があったが，例えば，刑事関係の

システムの概要を紹介すると，以下のとおりである。

①ACIS(AutomatedCriminal/In丘actionsSystem)

→刑事事件関係の中心システム。事件関係のデータは一般人もアクセ

ス可能（未成年者事件を除く｡)。

②CCIS-CC(CriminalCourtlnformationSystem-Clerkcomponent)

→書記官が利用する刑事事件システム。

③CCIS-DA(CrimmalCourtlnformationSystem-DistrictAttomey)

→検察官が利用する刑事事件システム。

④NCMRE(Statewide arrantRepository)

→州全体の令状システム｡令状申請や発布が電子的に可能｡裁判官宅に

あるビデオシステムにより，パトカー内の警察官と話したり，一般人の

証言を聴くこともできる（詳細は，次のプレゼンテーション参照｡)。

⑤eCitation

→電子召喚状システム｡例えば,交通違反事件により違反キップを切る

際，パトカーに備え付けられているデバイスから入力することにより，

電子召喚状を作成できるシステム｡電子召喚状は,パトカーの中で印刷

し,違反者に交付することとなるが,同召喚状には出頭すべき裁判期日

まで印刷されているとのこと。

⑥CourthouseCreditCardPayments

→クレジットカードで違反金等を支払うことができるシステム。

て
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上記のシステム等の運用のほか, IT部門では，アプリケーションの開発，

ACISのリプレース, e-Filing機能の拡張,Operationsystemのアップグレ

ード， ビデオ機能の拡張，モバイルデバイスの暗号化，情報セキュリティの

強化等といった業務を行っているとのことであった。

説明の中で印象的であったのは，何度も,S加ple,Simplidtyいったワー

ドを使用しており，強い語調で，効率的に簡単に仕事をするためにシステム

化しているのだから，インターフェースが分かりやすく， さらに，利用しや

すいシンプルな構造となっているべき， というコンセプトを繰り返し述べて

いたことである。非常に重要なコンセプトとして共感できるものであった。

法規の流れに合わせてシステム開発している日本とは異なり，システム構

造をシンプルにするために，かなりの大幅な法改正等を行ったとのことであ

り, e-Filingが認められている法的根拠やACISを一般人から法曹まで一律

アクセスできる法的根拠について，資料をいただいたが， 8センチほどの厚

さのファイルに一杯になるほどの根拠条文等の資料であったため，添付は省

略することとした。

上述のとおり，ノースカロライナ州では, IT機器の活用と司法事務が密接

に関わっており，これらのシステムのメンテナンス，運用，開発等を担うIT

部門は最重要部署と位置付けられている様子であった。

(2) CourtServiceDivisionのプレゼンテーション

次にCourtServiceO缶cer (コートサービス課の責任者）のCynthia

Easterhng氏から,CSD (CourtServiceDMsion)について説明を受けた

（プレゼンテーション資料は，別添資料9のとおり｡)。

CDSは，データ保存のガイドライン，保存形式， トレーニングを通じて，

州裁判所のサポートを， 365日24時間行っているとのことであった。

サポートする相手は,裁判官,Magistrate(簡裁判事のような立場の職員),

書記官,検察官,PublicDefnder(国で雇用している刑事弁護士, 日本の国

て
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選弁護と異なり，公設事務所で刑事弁護を専門に行う弁護士を雇っている｡)，

後見人,警察官といった様々な職種にわたるとのことであり，事件種頃も，

刑事，交通墓反，少年事件，民事，不動産, Special Proceedings (養子縁

組等の特別手鯛用のアプリケーションを担当しており，業務の幅は相当広い

ようであった。

プレゼンテーションでは，上述したNCMRE,ACIS,CCIS-DA,

CCIS-PD, CCIS-CC,CIPRS(CrimmalandlnhactionRecordsSearCh)

といったシステムのサポートについて説明があったが，最も印象的だったの

が,NCMREであった。

NCMRE(NorthCarolinaWarrantReposito]y)は，警察官と裁判所

スタッフが,リアルタイムで被疑者情報や犯歴情報をWebのDatabaseにア

クセスして利用できるものであり，警察官がこれらを利用してPre-warrant

（申請用逮捕状，令状）を作成し，最終的にはMagistrateからの電子署名

を受け,Warrant (逮捕状）を導呼丁できるというものである。

CynthiaEasterlmg氏によれば，令状審査権は，基本的にMagistrateに

あり,Magistrateは24時間体制で令状を受けれるよう， 自宅でも

NC醐脳RESYSTEMを利用できる環境にあるとのことであった。

Magistrateの自宅には，ビデオシステムも備えられており，同システムに

より，一般市民の証言や警官の説明をリアルタイムに受けることができると

て

〔

のことであった。

ノースカロライナ州では，令状審査を電子的に行うことが確立されている

ため,CDSは，警察官がNCMREを適切に利用できるよう，研修まで行

っているとのことであった。最逓潅立されたシステムなのか， と質問したと

ころ，十数年前から電子逮捕状は利用されている， との説明であった。

(3) OrgamzationalDevelopmentDMsionのプレゼンテーション

最後に,OrgamzationalDevelopmentDivision峨員の育成,研修実施を



担当する部署）のStephameFreeman氏から, Orga血ational

DevelmmentDMsionの説明を受けた（プレゼンテーション資料は,別添資

料10のとおり｡)。

StephameFreeman氏によれば,OrgamzationalDevelopmentDMsion

は，裁判所職員の育成水準を保つため，様々な研修を企画し，分かりやすい

研修資料を作成する等，育成に糊こした組織とのことであった。

研修は,NorthCarOhnaJudicialCenterを利用した研修から，オンライ

ン研修まで，方式も様々であり，各職種の受講状況についても説明を受ける

ことができた。

このプレゼンテーションで最も印象的だったのは, ｢nainingDevelopment

Process｣ (研修開発の過程）であった。現場のニーズを調査して， ワークグ

ループメンバーを募り，研修を企画するまでは通常の流れであるが，

「PracticeTbach」→「PilotClaggj という過程については，あまり日本の

裁判所では行われていない方法であると感じた。

研修企画が整った後， ワークグループメンバーや講師予定者で集まり，実

際に研修の練習を行い，その上で「パイロットクラス」を立ち上げ，実際に

研修を行ってみる｡そこでの成果や問題点をクリアしてから,一つの｢研修」

として立ち上がるとの説明であった。

パイロットクラスレベルでの評判が悪く，研修として認められない企画も

多く存在するとのことであり， 〃まずは実際行ってみる〃という姿勢がアメ

リカらしく合理的で素晴らしいと感じた。

(所感）

ノースカロライナ州裁判所事務局(NCAdm皿strativeOmceofthe

Courts)では，最後に施設見学までさせていただいたが，驚くほどの歓待を

受けた。是非，東京地方裁判所のことを教えてほしいと，色々間いてくる方

も多く，好奇心や向上心の高さが伺われた。

て
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また， ノースカロライナ州の裁判事務の発展に自らの組織が貢献している

との強い自覚を感じ，プレゼンテーションでの様子からも，一人一人の職務

に対する誇りを感じるような素晴らしい組織であった。

3ダーラム郡上位裁判所及び地方裁判所(SuperiorCourtofDurhamCounty,

DistrictCourtofDurhamCounty)への訪問

ダーラム郡上位裁判所及び地方裁判所は,DurhamCounｶyCourChouse と

呼ばれる建物に合同で入っている｡DurhamCountyCourthouseは3年前に建

てられた新しい建物であり，デザイン性に優れ，ガラスを多く利用した日差し

が差し込む明るい裁判所であった。

この訪問では,nialCourtAdministrator (裁判事務全般の一般職責任者）

のKathyL.S畑art氏に大変お世話になった。

（1）庁舎案内(QuickTbur)

DurhamCountyCourthouseでは,上位裁判所と地方裁判所の庁舎全体を

DistrictCourtArbitrationandCivnCaseManager (地裁民事管理官）の

SuzanneLHgngen氏が案内してくれた。

1Fには，事件受付や記録係が設置されており，受付ブースにはPCが並

び，事件検索システムが利用できるようになっていた。事件検索システムを

利用すると，被告名や事件番号で検索ができるとの説明だったので，試しに

友人の名前を入れても検索できるのか， と質問したところ， ノースカロライ

ナ州であれば，ダーラム郡以外の裁判所であっても名前だけで検索可能， と

の回答であった。システム画面には, e-Fnmgされた訴状や書証のデータが

添付されており，誰でも見られるとの説明であった。

2Fでは，大きな書記官室と併設された書記官用法廷(ClerkCourt)を見

ることができたb書記官用法廷とは，まさしく書記官が判事席に座り，ジャ

ッジする法廷との説明であり，興味深かったため，実際に法廷の中まで入ら

て
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せていただいた。

書記官用法廷の判事席に座れる書記官はDurhamCountyで1人だけであ

り，首席書記官（選挙で選ばれた書記官のトップ） とのことであった。

書記官権限で扱える事件は,Special Proceedingsというカテゴリの事件

であり，名の変更，養子縁組等といった特別な手続の事件であった。

判事のいない法廷で書記官が判断していると思うと驚いたものの， 日本で

も書記官権限で判断できる支払督促等があることを考えると，そこまで特別

な手続ではないのかもしれない， と思った。

3FにはJuryarea(陪審員エリア）や上位裁判所の書記官室があり, 4F

以上は法廷という建物のつくりであった。法廷には結婚証明用の法廷があっ

たり，法廷の中の窓にカーテンがなく，明るい日差しが差し込んでいたりと，

日本の裁判所とはまた違ったイメージの建物であった。

(2)法廷傍聴

法廷傍聴として,Civiljurytrial (民事陪審裁判),Nonjurycrimmal(

陪審以外の刑事裁判),Domesticcase (家庭裁判，離婚事件等）を傍聴する

ことができた。

上位裁判所(SuperiorCourt)のCiviljurytrialでは, JudgeMichael

Morganが主催しており, 14人のjury又は補充陪審員に対し，ちょうど

手続の説明をしているところであった。 日本では待機室や評議室で説明しそ

うな内容であったが, JudgeMichaelMorganが朗々と手続の注意事項を述

べているのが印象的であった。

日本では,Civiljurytrial手続は存在しないため, juryがどのように裁判

の判断をするのか興味があったものの，判決手続に当日至れるような事件で

はなく，残念ながらその様子は見ることができなかった。

また,Nonjurycriminal(陪審以外の刑事裁判)では,JudgeElameO'Neal

の主催する法廷を見ることができた。 jury(陪審）がいない法廷は初めて傍

て
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聴したので,検察側と弁護人側がJudgeにアピールする形で攻防を繰り広げ

ている光景は逆に新鮮に感じた。

最後に, JudgeMarciaMoreyが主催するDomesticcaseを襟徳すること

ができた。事件としては親権を争う事件であり，両者の家族関係者の証言が

続いたが，親族同士ということもあり，証言中に昔話で笑いが起こる等，比

較的和やかな裁判であった。

裁判が一段落したところで, JudgeMarciaMoreyが法壇から降りてきて

「日本からの訪問があることは聞いていた，少し事件について答えましょう

か」と声をかけてくれた（後から聞いたところでは, JudgeMarciaMorey

は, ChiefDistrictCourtJudge (地裁所長）であった｡)。

JudgeMarciaMoreyによれば,ノースカロライナ州のDistrictCourtは，

いわゆる地裁案件以外にもFamnyCourt (家裁）関係の事件も扱っており，

Domesticcaseは非常に多い事件類型とのことであった。

DistrictCourtのJUdgeは現在7名いるが，毎週担当する種頃の事件を変

えており，例えば,JudgeMarciaMoreyは,今週はDomesticcase担当で，

来週は, Juvenne(少年事件）担当で，来々週は,Civil (民事事件）担当と

いうことであった。沢山の種頃の事件を受け持ち大変ですね， といったとこ

ろ，様々な種頃の事件を担当することはむしろやりがいがある, との回答で

く

〔

あった。

(3)nialCOurtAdministratorへのインタビュー

法廷悌臨を終え,nialCourtAdmmstrator (裁判事務全般の一般職責任

者）のKathyL.Shuart氏のOmceに伺うと，会議室に通され，インタビュ

ーに応じてくれた。

まず, 'IYialCourtAdmimstratorというあまり聞きなれない役職について

尋ねると， ノースカロライナ州では，いわゆる事務局という部分は概ね

NCAOCが担当しており，それ以外の部分につき, JudicialSupportStaH



という役割の職員が上位裁判所及び地方裁判所の運営に携わっているとの

ことであった（日本で言えば訟廷に近いと思われる｡)。

KathyL.Shuart氏によれば, TrialCourtAdministratorは，書記官でも

なく，事務官でもなく，上位裁判所の期日の調整や様々な調整を行うコーデ

ィネーターだという説明であった。

ちなみに庁舎を案内してくれたDistnctCourtArbitrationandCivilCase

ManagerのS''zgnneL・Ransen氏も,JudicialSupportSta鉦とのことであ

り，地方裁判所を担当するコーディネーターとの説明であった。

そのほか， ノースカロライナ州の司法制度についてのパンフレット(THE

NORTHCAROLINAJUDICIALSYSTEM)をいただき，職員制度や研修

などについて質問していたところ，裁判官の異動につき，興味深い事実を聴

くことができた。

ノースカロライナ州の上位裁判所の裁判官は，州の憲法により， 6か月ご

との異動が義務付けられており，現在, SuperiorCourtofDurhamCounty

には4名の裁判官が在籍しているが，次の7月に全員異動してしまう， との

ことであった。ノースカロライナ州は8つのDivisionに分かれており，いわ

ゆる8高裁(SuperiorCourt)が州内にあることになるが， これらの8高裁

を6か月おき（サイクルは1月及び7月異動）に，全裁判官がChangeする

とのことであった。

4名全員異動ということと，サイクルの早さに驚いたが,KathyL.Shuart

氏は,むしろ良い制度であるとこの制度を歓迎している様子であった。なお，

DistrictCourt(地裁）では，異動は頻繁ではなく，むしろほぼ異動しないと

て

〔

のことであった。

6か月のサイクルについては，事件の関係でも担当する期間が短いことを

危倶したが，事件は民事も刑事もほぼJury選任事件であり,Juryが心証を

形成しているのだから，手続を主催する裁判官が異動しても特段の影響はな



いとの説明であった。

第三全体所感

今回の調査においては，全体を通して，①管理職層の優秀さ，②職員の執務に対す

るモチベーションの高さ，｡Tへの合理的なアプローチ，の3点が非常に印象に残っ

た。

今回，多くの管理職の方々にインタビューをすることができたが，いずれの管理職

もコミュニケーション能力及び説明能力が高く，また，アリゾナ州では会議にも出席

させていただいたが，実務的な知識も豊富で，折衝能力の高さにも非常に感銘を受け

た。裁判部門や事務局部門との意見調整にもその優れた折衝能力を生かし，重要な決

定事項について,時期を逸することなく着実に事務処理を進めている印象であった(実

際，州議会の予算承認のため， ロビー活動のようなことをしている， という管理職に

もお会いした。 ） 。

耐､|､|の裁判所の管理職の方々は，ほとんどが転職を繰り返して今の地位に就いてい

る方々で，豊富な経験と知識がさらに肯肋を輝かせているのだろうと感じた。 日本と

アメリカでは雇用制度が全く異なるため,直接には参考にならないとは思ったものの，

全米的に取り組んでいるLeadershipTrainingProgramsは参考になるのではと思

った。例えば,最高裁判所主管で，裁判官と一般職が一緒になって受ける研修とし

てLeadershipTrainingを企画し，定期的に実施できるようになれば，裁判所全

体の人材育成にも資するのではと感じた。

また，職員の執務に対するモチベーションの高さは驚くほどであった。アリゾナ

州でIT機器の説明をしてくれた廷吏(BaⅢ鋤の方は,Salaryは時給であるにも関

わらず，ほぼ書記官と同様のレベルの職務を淡々とこなし,何より非常に楽しそう

に職務を行っていた。また， ノースカロライナ州でお会いしたNCAOCのsta笠は，

頬を紅潮させて同州のIT機器の発展について説明し,研修を担当するsta笠も，人材

育成の重要さ，同州の研修体系の素晴らしさについて非常に熱く語っていた。これ

て

〔



らを通して，裁判所組織全体の活気を感じることができた。

ITについても;アメリカの合理的な考え方に感嘆させられる場面がいくつもあっ

た｡ITの導入によるメリットとデメリットを比較考量し,導入によるメリットが大

きいと考えれば, トップダウンで政策を進め,多大な予算を投入し,人件費を削減，

専門性の高いスタッフを雇い，危機管理にもかなりの予算を注ぎ込むなど，どこま

でも合理的な姿勢は非常に参考となった。

以上，簡単ではございますが報告書簡を終わらせていただきます。

最後に，改めてこのような貴重な機会を与えていただいたことに心から感謝申し
て

上げます。
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